
  
 

一

 
 

 

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要
綱 

第
一 
検
察
庁
法
の
一
部
改
正
部
分
の
修
正 

一 

年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
検
事
正
の
補
職
制
限
の
特
例
に
関
す
る
規
定
等
の
削
除 

 
 

１ 

年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
当
該
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官
に
、

年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
占
め
て
い
た
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
等
を

削
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
九
条
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
十
条
第
二
項
関
係
） 

 

２ 

年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
当
該
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
、
年
齢

が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
占
め
て
い
た
官
及
び
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
等

を
削
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

（
第
二
十
二
条
第
五
項
か
ら
第
八
項
関
係
） 

二 

定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
に
関
す
る
国
家
公
務
員
法
の
規
定
を
検
察
官
に
適
用
す
る
規
定
の
削
除
等 

 
 

１ 

定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
に
関
す
る
国
家
公
務
員
法
の
規
定
を
検
察
官
に
適
用
す
る
検
察
庁
法
の
規
定
を
削
る
こ
と
。 

（
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
八
項
関
係
） 

 
 

２ 

検
察
官
に
つ
い
て
は
、
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
に
関
す
る
国
家
公
務
員
法
の
規
定
を
適
用
し
な
い
旨
を
明
記
す
る

こ
と
。 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
二
十
二
条
新
第
三
項
関
係
） 



 

  
 

二

第
二 

附
則
部
分
の
修
正 

 

１ 
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
法
（
以
下
「
旧
国
家
公
務
員
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
勤
務
を
延
長

し
た
検
察
官
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
に
こ
の
法
律
に
よ
る

改
正
後
の
検
察
庁
法
に
規
定
す
る
定
年
に
達
し
て
い
る
と
き
は
、
施
行
日
に
退
官
す
る
こ
と
。 

（
附
則
第
三
条
新
第
七
項
関
係
） 

 

２ 

旧
国
家
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
り
勤
務
を
延
長
し
た
検
察
官
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
年
齢
が
六
十
三
年
に

達
し
て
い
る
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官
の
職
を
占
め
る
職
員
（
１
の
検
察
官
を
除
く
。
）
は
、
施
行
日
に
他
の
職
に
補
せ

ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
附
則
第
三
条
新
第
十
二
項
関
係
） 

 

３ 

旧
国
家
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
り
勤
務
を
延
長
し
た
検
察
官
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
年
齢
が
六
十
三
年
に

達
し
て
い
る
次
長
検
事
又
は
検
事
長
の
官
及
び
職
を
占
め
る
職
員
（
１
の
検
察
官
を
除
く
。
）
は
、
施
行
日
に
検
事
に
任

命
さ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
附
則
第
三
項
新
第
十
三
項
関
係
） 

第
三 

そ
の
他 

 
 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 


